
船舶事故等調査報告書 

平成２７年４月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５神第１号 

事故等種類 転覆 

発生日時 平成２６年１２月１３日 ０６時０５分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市西島北西岸沖 

 院下
い ん げ

島灯台から真方位０６８°２,６４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３９.６２′ 東経１３４°２７.７４′） 

事故等調査の経過  平成２７年１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 砂利採取運搬船 第二津乃峰
つ の み ね

丸、３２１トン 

   １３０８０１、有限会社福井海運建設 

Ｂ 作業船 第二津乃峰
つ の み ね

丸、５トン未満（長さ６.３０ｍ） 

   ２６０－３４８７２兵庫、有限会社福井海運建設 

 乗組員等に関する情報 Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 甲板上の後部左舷側に擦過傷、船体及び機関に濡損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、西島北西部の砕石積込み場所の

北北西方沖３００ｍ付近に至り、船首を南南東方に向けて前進行きあ

しがなくなった頃、いつものように搭載しているＢ船を使用して係船

索を陸側へ渡すため、Ｂ船を降下させていた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、１人で乗り組み、海面へ降下している途中で機

関を始動し、着水後、前部及び後部のフックを外した直後、平成２６

年１２月１３日０６時０５分ごろ、波を受け、左舷側に傾斜して転覆

した。 

 船長Ａは、Ａ船の船首配置に就いていたところ、Ｂ船が転覆したこ

とを知らされて船尾付近に駆け寄り、海に浮いていた船長Ｂに向けて

係船索及びペンドル（防舷材）を投げ入れ、船長ＢをＡ船に引き揚げ

た。 

 Ｂ船は、風浪によって東方へ流されたのち、陸岸に打ち上げられ、

Ａ船のデリックを使用してＡ船に揚収された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期（家島） 

太陽及び月：日出時刻 ０７時００分ごろ、常用薄明開始時刻 ０６

時３２分ごろ、月齢 ２０.６ 

 本事故時、姫路市には強風及び波浪注意報が発表されていた。 



 その他の事項  船長Ｂは、ベルト式の膨張式救命胴衣を着用していた。 

 Ｂ船は、ふだんから主に船長Ｂが操縦しており、着水したのち、Ａ

船に並走して砕石積込み場所の約７～８ｍ沖へ向かい、Ａ船から係船

索を受け取って陸上の作業員へ渡していた。 

 船長Ｂは、フックを外した直後にＢ船が左舷側に転覆し、気が付い

たときには海に投げ出されており、Ｂ船のどの箇所に、また、どの方

向から波を受けたかは分からなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ｂ船は、西島北西岸沖においてＡ船から降下した後、船長Ｂが着水

後にフックを外した直後、高さ約１.５ｍの波を受けたことから、左

舷側に転覆したものと考えられる。 

 船長Ｂは、フックを外すことに意識を向けていたので、Ｂ船が波を

受けたときの状況を認識しておらず、波向及びＢ船が波を受けた箇所

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、Ｂ船が、西島北西岸沖においてＡ船から降下した

後、船長Ｂが着水後にフックを外した直後、高さ約１.５ｍの波を受

けたため、左舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・搭載艇を母船から離脱させる場合は、風浪の状況を把握した上で

行うこと。 

 


